
父
親
の
い
な
い
家
庭
や
、
父
親

が
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
家

庭
の
子
ど
も
の
母
、
ま
た
は
母
に

代
わ
っ
て
そ
の
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
場
合

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど

も・
父
が
死
亡
し
た
子
ど
も

・
父
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
子
ど

も・
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
子

ど
も

・
父
に
1
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る
子
ど
も

・
父
が
法
令
に
よ
り
1
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
子
ど
も

た
だ
し
、
右
記
の
場
合
で
も
次

の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
と
き

は
、
手
当
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
申
請
す
る
方
が
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
父
ま
た
は
母
の
死
亡

に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
父
に
支
給
さ
れ
る
公

的
年
金
の
額
の
加
算
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等

（
母
子
生
活
支
援
施
設
な
ど
を
除

く
）
に
入
所
し
て
い
る
と
き

・
手
当
の
支
給
要
件
を
平
成
10
年

3
月
31
日
以
前
に
満
た
し
た
も
の

の
、
受
給
申
請
を
し
な
い
ま
ま
、

そ
の
間
、
状
況
的
に
変
わ
ら
な
か

っ
た
場
合

※
戸
籍
上
婚
姻
届
を
提
出
し
て
い

な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
場
合
（
内
縁
関

係
な
ど
）
も
手
当
受
給
の
対
象
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
受
給
中
の

方
も
、
事
実
婚
の
実
態
が
判
明
し

た
場
合
、
手
当
を
返
還
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
支
給
額
（
全
額
支
給
の
場
合
）

1
人
�
月
額
4
1,
7
2
0
円
　

2
人
�
月
額
4
6,
7
2
0
円

3
人
目
以
降
�
子
ど
も
2
人
の

場
合
の
月
額
に
、
１
人
に
つ
き
3,

0
0
0
円
を
加
算

※
手
当
は
4
月
･
8
月
･
12
月
の

年
3
回
に
分
け
て
、
4
か
月
分
ず

つ
支
払
わ
れ
ま
す
。

●
年
齢

18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末

（
3
月
31
日
）
ま
で
で
す
。
ま
た
、

一
定
の
障
害
の
あ
る
児
童
は
20
歳

に
な
る
ま
で
と
な
り
ま
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
か
か

る
優
遇
制
度
が
あ
り
ま
す
。（
J

R
通
勤
定
期
乗
車
券
の
割
引
制
度

な
ど
）
詳
し
く
は
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
20
年
4
月
か
ら
、
法
律
の

改
正
に
伴
い
、
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
5
年
を
経
過
し
た
方
に

つ
い
て
は
、
同
月
以
降
の
手
当
額

が
2
分
の
1
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
①
〜
④
に
該
当

す
る
方
に
つ
い
て
は
、
3
月
以
前

と
同
額
の
手
当
を
受
給
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

①
就
業
し
て
い
る
場
合

②
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合

③
身
体
ま
た
は
精
神
の
障
害
が
あ

る
場
合

④
負
傷
ま
た
は
病
気
で
就
業
が
困

難
な
場
合

引
き
続
き
同
額
の
手
当
を
受
給

す
る
に
は
、
6
月
末
日
ま
で
に
関

係
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。
該

当
す
る
方
に
は
個
別
に
通
知
を
送

付
し
ま
す
。

福
祉
課
児
童
係
○内
２
１
２
７

一
定
の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
障
害
に
よ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
と
き

●
支
給
額

重
度
の
場
合
�
1
人
に
つ
き
月

額
5
0,
7
5
0
円

中
度
の
場
合
�
1
人
に
つ
き
月

額
3
3,
8
0
0
円

※
手
当
は
4
月
・
8
月
・
11
月
の

年
3
回
に
分
け
て
、
4
か
月
分
ず

つ
支
払
わ
れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
に
該
当
す
る
場
合
は
、
福

祉
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
各
制
度
と
も
に
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。（
外
国
人
の
方
も
受

給
で
き
ま
す
。）

こ
れ
ら
の
手
当
は
、
申
請
を
し

た
翌
月
か
ら
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
各
制
度
の
受
給
者
が
受
給

要
件
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
転

入
・
転
出
・
氏
名
変
更
・
児
童
数

の
増
減
な
ど
）
は
、
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
○内
２

１
２
１

10

児
童
扶
養
手
当
受
給
に

関
す
る
重
要
な
お
知
ら
せ

０�
１�
２�
３�
４�

所得制限額未満の場合、全部支給または、一部支給となります。�
※一律控除（８万円）のほか、諸控除が受けられる場合があります。�
※受給資格者は、毎年８月に現況届の提出が必要です。�

児童扶養手当所得制限限度額�

 １９０,０００円�
５７０,０００円�
９５０,０００円�

１,３３０,０００円�
 １,７１０,０００円�

 １,９２０,０００円�
２,３００,０００円�
２,６８０,０００円�
３,０６０,０００円�
３,４４０,０００円�

２,３６０,０００円�
 ２,７４０,０００円�
 ３,１２０,０００円�
３,５００,０００円�
３,８８０,０００円�

扶養�
人数�

本　　　人�
全部支給� 一部支給�

配偶者・扶養義務者・�
孤児等の養育者�

０ ４,５９６,０００円 ６,２８７,０００円�
１ ４,９７６,０００円 ６,５３６,０００円�
２ ５,３５６,０００円 ６,７４９,０００円�
３ ５,７３６,０００円 ６,９６２,０００円�

特別児童扶養手当所得制限限度額�

所得制限額未満の場合に支給となります。�
※一律控除（8万円）のほか、諸控除が受けられる場合があります。�
※受給資格者は、年1回所得状況届の提出が必要です。�

扶養人数� 本　　　人� 配偶者・扶養義務者�

問

問

児
　
　
童

児
　
　
童�

特
別
児
童

特
別
児
童�

扶
養
手
当
支
給

扶
養
手
当
支
給
の
ご
案
内
案
内�
児
　
　
童

児
　
　
童�

特
別
児
童

特
別
児
童�

扶
養
手
当
支
給

扶
養
手
当
支
給
の
ご
案
内
案
内�
児
　
　
童�

特
別
児
童�

扶
養
手
当
支
給
の
ご
案
内�

◆
児
童
扶
養
手
当

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当
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65
歳
以
上
の
方
の
平
成
20
年
度

介
護
保
険
料
は
、
下
表
の
と
お
り

で
す
。

な
お
、
平
成
17
年
度
税
制
改
正

に
伴
う
経
過
措
置
対
象
者
に
は
、

本
年
度
も
引
き
続
き
激
変
緩
和
措

置
を
講
じ
る
た
め
、
下
表
の
額
と

は
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
め
方
と
通
知
の
時
期

①
す
で
に
年
金
か
ら
の
天
引
き
が

始
ま
っ
て
い
る
方

4
月
、
6
月
の
年
金
か
ら
も
、

2
月
の
年
金
天
引
額
と
同
額
の
保

険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

②
平
成
20
年
度
介
護
保
険
料
特
別

徴
収
開
始
通
知
書
が
届
い
た
方

お
知
ら
せ
し
た
額
で
4
月
ま
た

は
、
6
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
が

開
始
さ
れ
ま
す
。

③
そ
れ
以
外
の
方

7
月
に
納
入
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

納
期
…
7
月
末
〜
来
年
2
月
末
ま

で
の
各
月
（
8
回
）

ま
た
、
年
度
途
中
に
65
歳
に
到

達
し
た
方
や
町
外
か
ら
転
入
し
て

来
た
方
に
は
、
7
月
以
降
、
随
時
、

納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

注
意①

と
②
の
方
に
つ
い
て
も
、
7

月
に
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
再
度
保
険

料
額
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

福
祉
課
介
護
保
険
管
理
係
○内

２
１
２
４

11

納
め
方
と
通
知
の
時
期

①
4
月
に
、
平
成
20
年
度
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
特
別
徴
収
納
入

通
知
書
が
届
い
た
方

お
知
ら
せ
し
た
額
で
4
月
の
年

金
か
ら
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま

す
。
7
月
に
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。

②
そ
れ
以
外
の
方

7
月
に
納
入
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

納
期
…
7
月
末
〜
来
年
2
月
末
ま

で
の
各
月
（
8
回
）

ま
た
、
年
度
途
中
に
75
歳
に
到

達
し
た
方
や
町
外
か
ら
転
入
し
て

来
た
方
に
は
、
7
月
以
降
、
随
時
、

納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

福
祉
課
医
療
係
○内
２
１
２
９

町
で
は
現
在
、
東
北
・
上
越
新

幹
線
側
道
の
一
方
通
行
化
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
た

び
大
針
、
羽
貫
地
区
内
の
1
区
間

（
地
図
参
照
）
で
、
新
た
に
一
方

通
行
区
間
を
設
け
ま
し
た
。
事
故

防
止
の
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

生
活
安
全
課
○内
２
２
８
３

旧県道を日本そば店脇からフ
ァッションセンターに向かう街
路（幅員 9 m）に切り替え、日
本料理店までの区間を廃止しま
す。（別図参照）
旧県道を利用されている方は、

振り替わった県道蓮田鴻巣線を
ご利用ください。
廃止時期 9 月ごろを予定

都市整備課区画整理工務係
○内２４４２

旧県道の一部を廃止

問問

問

新
幹
線
側
道
の

一
方
通
行
化

問

～通り抜けができなくなります～

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ�

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ�

平
成
20
年
度

「
後
期
高
齢
者�

　
医
療
保
険
料
額
」�

　
　  

の
お
知
ら
せ�

「
後
期
高
齢
者�

　
医
療
保
険
料
額
」�

　
　  

の
お
知
ら
せ�

後
期
高
齢
者

後
期
高
齢
者
医
療
医
療�

  

の
保
険
料
徴
収
が

保
険
料
徴
収
が�

　
　
　
　  

始
ま
り

始
ま
り
ま
す
ま
す�

後
期
高
齢
者

後
期
高
齢
者
医
療
医
療�

  

の
保
険
料
徴
収
が

保
険
料
徴
収
が�

　
　
　
　  

始
ま
り

始
ま
り
ま
す
ま
す�

後
期
高
齢
者
医
療�

  

の
保
険
料
徴
収
が�

　
　  

始
ま
り
ま
す�

平成20年度の介護保険料額� （単位：円）�
所得段階 対 象 と な る 方 年  額

第１段階� ２２,３００�

第２段階� ２２,３００�

第３段階� ３３,４００�

第４段階� ４４,６００�

第５段階� ５５,７００�

第６段階� ６６,９００�

生活保護受給者および老齢福祉年金受給者であって世帯員全員が�
市町村民税非課税の方�
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金�
収入額の合計が８０万円以下の方�
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金�
収入額の合計が８０万円を超える方�
世帯のだれかに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民�
税非課税の方�

本人市町村民税課税で、前年の合計所得金額が２００万円未満の方�

本人市町村民税課税で、前年の合計所得金額が２００万円以上の方�
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